
 
 

令和３年９月３０日  
 
 

役員，教職員 各位 
 
 

国立大学法人大阪教育大学学長選考会議 
議 長  濵 中 宏 司 

 
 

所信表明公聴会の実施について 

 
 
国立大学法人大阪教育大学学長予定者選考規程第６条の規定に基づき，下記のとおり，学

長予定者選考にかかる所信表明公聴会を実施します。常時勤務する職員からの質問の受付
など，詳しくは所信表明公聴会実施要領をご覧ください。 

 
 

記 
 
 
【開催日時】 令和３年１０月２０日（水） １３：３０～（２時間程度） 

 
【開催場所】 大阪教育大学柏原キャンパス事務棟４Ｆ大会議室 

 
【実施方法】 ＷＥＢライブ配信（学内限定） 
       ※学長選考会議委員以外の役員及び教職員は，WEBで視聴いただきます。 

 
 【実施内容等】 所信表明及び質疑応答 
 
 
 
 
 



1 
 

所信表明公聴会実施要領 

 
１．日  時：令和 3 年１０月２０日（水） １３：３０～ 

 
２．場  所：大阪教育大学柏原キャンパス事務棟４F大会議室 
 
３．実施方法：ＷＥＢライブ配信（学内限定） 
 
４．実施内容：学長候補者による所信表明 

常時勤務する職員及び学長選考会議からの質疑応答 
 
５．所信表明：学長候補者 1人につき１５分以内 
 
６．質疑応答：学長候補者全員の所信表明終了後，１人の学長候補者につき３０分以内 
 
７．参 加 者 ：本学役員，教職員及び学長選考会議委員 
       ※事前申込の必要はありません。常時勤務する職員以外も視聴可能です。 
 
８．そ の 他 ： 
 （１） 当日は，学長選考会議委員及び監事が同席し，司会進行は学長選考会議議長及び

副議長が行います。 
 
（２） 所信表明及び質疑応答の順番は，一方の学長候補者に不利にならないようにしま

す。 
 
（３） 学長候補者は，所信表明において説明資料を使用する場合は，9 月３０日（木）

から１０月 6 日（水）１５時までに総務部総務課総務係宛（sousou@bur.osaka-
kyoiku.ac.jp）に電子メールで提出してください。説明資料はＡ４で１枚（両面可）
とします。 

 
 （４） 学長候補者への質問は，常時勤務する職員のみ受け付けますので，別紙様式にて，

9 月３０日（木）から１０月 6 日（水）１５時までに総務部総務課総務係宛
（sousou@bur.osaka-kyoiku.ac.jp）にご提出ください。 
受け付けた質問を学長選考会議が取りまとめた上で，質疑応答の中で，学長選考

会議長が質問者の所属・職名・氏名を公表し，学長候補者全員に対して同じ質問，
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あるいは個別質問をします。個別質問をする場合は，質問数は均等になるようにし
ます。学長候補者にはあらかじめ質問内容はお知らせしません。 
なお，当日は，時間の都合上，質問を提出いただいても採用されないことがあり

ますので，採用されなかった質問の回答は，後日， WEB にて質問者の氏名等とと
もに公表する予定です。ただし，「所信表明書」や「学長選考会議から候補者への
質問書に対する回答書」の内容に関係のない質問（学長候補者を誹謗中傷する内容
も含む。）は取り上げませんので，ご留意願います。 
また，当日の質問は受け付け出来ませんので，ご了承ください。 

 
（５） 録音・録画は禁止しますが，当日の様子を録画して，学内限定で１１月５日

（金）まで再視聴できるようにします。なお，公聴会終了後から学長予定者の決
定までに時間的余裕がないことから，公聴会後には追加質問等の受け付けができ
かねますことを申し添えます。 

 



様式 
 

所信表明公聴会質問書 
 

所属・職名             
氏   名             

 
〇質問対象者をチェックしてください。 
個別の場合は学長候補者氏名を記入してください。 
 
□ 全員   □ 個別（学長候補者氏名：       ） 

 
〇質問する方にチェック等を入れてから，記入してください。 

□ 「所信表明書」からの質問 
 
 
 
□ 「学長選考会議から候補者への質問書に対する回答書」からの質問 

【該当番号等を記入（例：２（ウ））：      】 
 

 

（留意事項） 
・所属，職名，氏名は公聴会当日あるいは後日公表します。 
・質問は，「所信表明書」や「学長選考会議から候補者への質問書に対する回答書」
の内容に限ります。これに関係のない質問（学長候補者を誹謗中傷する内容も含
む。）は取り上げません。 

・記入の際は，どの内容からの質問かが分かるようにチェック等を入れてください。 
・時間の制約があるため，質問は簡潔にお願いします。 
・学長選考会議長が代読するため，質問の趣旨は変えずに多少変更する可能性があり
ます。 

・他にも同様の趣旨の質問が出た場合は，まとめて質問する可能性があります。 
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